
（別紙 料金表） 

提供するサービスの費用について 

（１）介護保険給付サービス利用料金 

   ＊法定代理受領分は介護報酬告示上の額の利用者負担割合に応じた額 

【認知症対応型共同生活介護費Ⅱ】 

要介護度 単位数 

要支援２ ７４９ 

要介護１ ７５３ 

要介護２ ７８８ 

要介護３ ８１２ 

要介護４ ８２８ 

要介護５ ８４５ 

【短期利用認知症対応型共同生活介護費Ⅱ】 

要介護度 単位数 

要支援２ ７７７ 

要介護１ ７８１ 

要介護２ ８１７ 

要介護３ ８４１ 

要介護４ ８５８ 

要介護５ ８７４ 

 

【加算】 ※が付いている加算は区分支給限度基準額の対象外 

加算名称 単位数 備考 算定該当 

若年性認知症利用者受入加算 

（1 日につき） 
１２０  ● 

看取り介護加算 

（１日につき） 

７２ 死亡日以前 31 日以上 45 日以下 

● 
１４４ 死亡日以前 4 日以上 30 日以下 

６８０ 死亡日の前日及び前々日 

１２８０ 死亡日 

初期加算 

（１日につき） 
３０  ● 

協力医療機関連携加算 

（１月につき） 

１００  ● 

４０   

医療連携体制加算 

（１日につき）＊要支援無し 

Ⅰイ ５７  ● 

１ロ ４７   

Ⅰハ ３７   

Ⅱ ５  ● 

退居時情報提供加算 ２５０  ● 

退居時相談援助加算 ４００  ● 

認知症専門ケア加算 

（１日につき） 

Ⅰ ３ (2024.5 月から) ● 

Ⅱ ４   

加算名称 単位数 備考 算定該当 



認知症チームケア推進加算 

（１月につき） 

Ⅰ １５０   

Ⅱ １２０   

生活機能向上連携加算 

（１月につき） 

Ⅰ １００   

Ⅱ ２００   

栄養管理体制加算 

（１月につき） 
３０  ● 

口腔衛生管理体制加算 

（１月につき） 
３０  ● 

口腔栄養スクリーニング加算 ２０ 6 月に 1 回を限度  

科学的介護推進体制加算 

（１月につき） 
４０  ● 

高齢者施設等感染対策向上加算 

（１月につき） 

Ⅰ １０   

Ⅱ ５   

新興感染症等施設療養費 ２４０ 1 月に 1 回、連続する 5 日を限度  

生産性向上推進体制加算 

（１月につき） 

Ⅰ １００  ● 

Ⅱ １０   

認知症行動・心理症状緊急対応加算 

（１日につき） 
２００ 7 日間を限度  

サービス提供体制強化加算※ 

（１日につき） 

Ⅰ ２２   

Ⅱ １８   

Ⅲ ６  ● 

介護職員処遇改善加算※ 
Ⅰ 所定単位数の 111/1000 （2024.5 まで） ● 

Ⅱ 所定単位数の 81/1000   （2024.5 まで）  

介護職員等特定処遇改善加算※ 
Ⅰ 所定単位数の 31/1000   （2024.5 まで） ● 

Ⅱ 所定単位数の 23/1000   （2024.5 まで）  

介護職員等ベースアップ等支援加算※ 所定単位数の 23/1000      （2024.5 まで） ● 

介護職員等処遇改善加算※ 

Ⅰ 所定単位数の 186/1000 （2024.6 から）  

Ⅱ 所定単位数の 178/1000 （2024.6 から） ● 

Ⅲ 所定単位数の 155/1000 （2024.6 から）  

Ⅳ 所定単位数の 125/1000 （2024.6 から）  

  ＊上記単位数に 10.14 円を乗じた額（切り捨て）の内、1 割（一定以上所得のある方は 2 割又は 3

割）が利用者負担額となります。 

  ＊利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合、上記に係る利用料は、全額を一度お支払

いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、領収書を添えてお住いの

市町村に居宅介護サービス費の支給（利用者負担額を除く）申請を行ってください。 

  ＊以下の内容について、当事業所が取り組みを行っていない場合は減算となります。 

・身体拘束廃止に向けての取り組みを行っていない場合 

・高齢者虐待防止措置について未実施の場合 

・業務継続計画を未策定の場合 

＊介護報酬は定期的な見直しがあります。変更があった場合は、再度別紙にてご説明し、同意をい

ただきます。 

  （２）その他の費用について 



   ＊以下の金額は利用料金の全額が利用者負担になります。 

項目 料金等 

家賃 

２，６３０円（日額） 

月途中における入居は日割り計算とします。ただし、月途中 1～15 日までに退

居の場合は半月分、16 日以降末日までの間に退居された場合は 1 月分の請求と

なります。また、外泊、入院等で不在の場合は日割り計算を行わないものとし

ます。 

敷金 

１００，０００円 （入居時） 

利用者の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使

用による消耗・毀損があった場合には、復旧する際の原状回復費用を差し引い

て、退居時に残額を返還します。また、未払い家賃等がある場合は、敷金から

差し引いて、退居時に残額を返還します。 

※ 生活保護受給者に限り、敷金の分割払い相談に応じます。 

おむつ代 

〇すっきり小判パット（４６枚）       1 袋１,５８０円 

〇はくだけフィットパンツ S（２６枚）    1 袋２,３７０円 

〇はくだけフィットパンツ M（２６枚）    1 袋２,３９０円 

〇はくだけフィットパンツ L（２６枚）    1 袋２,７５０円 

〇テープタイプ S（３２枚）         1 袋３,５４０円 

〇テープタイプ M（２４枚）         1 袋２,８７０円 

〇テープタイプ L（２４枚）         1 袋３,３４０円 

食材料費 

朝食３２０円・昼食５６０円・夕食５６０円 

食事不要の申し出を受けた場合、1 日分１，４４０円を単位としてその月の精

算時に減額を行います。ただし、３食とも不要の場合のみとし、申し出は前々

日までに行うこととします。 

また、行事等、特別の献立による食材料費は利用者又はその家族に同意の上で

別途実費相当分をその月の利用料と共に徴収する事があります。 

維持管理費 

（水道光熱費含む） 

１，１７４円（日額） 

月途中での入居の場合、日割り計算で徴収するものとし、月途中 1～15 日まで

に退居の場合は半月分、16 日以降末日までの間に退居された場合は一月分のご

請求となります。また、外泊、入院等で不在の場合は日割り計算を行わないも

のとします。 

理美容費 実費相当分（希望により、有償ボランティアに依頼した場合） 

預り金 

基本的に金銭は自己管理とし、紛失事故等による弁償は一切致しかねます。 

家族の事情により事業所が預り金を管理する場合、管理費として１００円／日

を徴収するものとし、その月の利用料と共に請求させて頂きます。この場合

も、事業所の過失による紛失以外は弁償いたしかねますのでご了承下さい。 

入院等外泊時の利用

料金 

入院等外泊時の利用料金については、家賃・維持管理費のみとし、食費の一日

分１，４４０円を日割り計算で清算いたします。（外泊実日数は入院日・退院日

及び出発日・帰着日を除きます。） 

ハウスクリーニング

代 

退居時にハウスクリーニング代として３３，０００円をご負担頂きます。 

ご利用中でも例外として、汚れの度合いにより、ご本人の衛生上必要だと判断

した場合、ハウスクリーニングを別途お願いする場合がございます。 

自費送迎代 ご家族や本人のご希望により、指定された場所までの送迎を承ります。 



・送迎のみ片道２，５００円 

・付き添いをご希望の場合３，０００円 

その他 

日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが

適当と認められるもの。 

・利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの。 

・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なもの。 

 


